
１．概 要

� 総出火件数は３，８９２件の増加

平成１２年（１月～１２月）における総出火

件数は６２，４１８件であり、前年と比べますと、

３，８９２件増（６．７％増）となり、２年連続し

て対前年比増となっています。（過去１０年

間の平均件数は、５８，７７７件です。）

これは、１日当たり約１７１件、約８分に

１件の火災が発生したことになります。

火災種別ごとにみますと、建物火災

３４，０１１件（６８１件増）、林野火災２，８０７件（１４６

件増）、車両火災８，２９６件（４３６件増）、船舶

火災１２８件（１５件減）、航空機火災４件（１

件増）、その他火災１７，１７２件（２，６４３件増）

となっています。特に、その他火災の増加

（１８．２％増）が大きく、主に関東以西の地

域での夏期（７～９月）において増加して

います。（過去１０年間における平均的傾向

としても、昨年はその他火災の割合が高か

ったといえます。）

� 火災による死者は８２人減少、負傷者は５６０

人の増加

火災による死者は、長期的には増加傾向

にありますが、昨年は２，０４０人で、前年と

比べますと８２人の減少となっています。（過

去１０年間の死者数の平均は、１，９８８人で

す。）

このうち放火自殺者の数は７３７人（３９人

減）で、２年連続して対前年比減となって

います。

人口１０万人当たりの火災による死者発生

率（全国平均 １．６２人／１０万人・年）が特

に大きかったのは、青森県（３．６０人）、福

島県（３．５６人）、高知県（２．８１人）であり、

逆に小さかったのは徳島県（０．８４人）、奈

良県（０．９７人）、福井県（０．９７人）でした。

火災種別ごとにみますと、建物火災１，３８３

人、林野火災１５人、車両火災２６９人、航空

機火災２人、その他火災３７１人の死者が発

生しています。

火災による負傷者は、平成１０年以降増加

傾向にあり、昨年は８，１３６人で、前年と比

べますと５６０人の増加です。（過去１０年間の

負傷者数の平均は、７，２６７人です。）

火災種別ごとにみますと、建物火災６，８６６

人、林野火災１６３人、車両火災３４９人、船舶

火災２１人、航空機火災３人、その他火災７３４

人の負傷者が発生しています。

� 建物火災の死者（爆発を除く）のうち、

住宅での死者は８７．５％

爆発を除いた建物火災における死者

１，３８１人のうち、住宅（戸建住宅、共同住

宅、併用住宅）における死者は１，２０９人

（８７．５％）となっています。

� 出火原因の第１位は「放火」、続いて「た

ばこ」、「放火の疑い」

全火災６２，４１８件を出火原因別にみますと、

「放火」７，７２９件（１２．４％）、「たばこ」６，８４６

件（１１．０％）、「放火の疑い」５，９８１件（９．６％）、

「こんろ」５，５９６件（９．０％）、「たき火」４，１０７

件（６．６％）、「火あそび」２，２８７件（３．７％）

の順となっています。

「放火」及び「放火の疑い」を合わせた

件数（１３，７１０件）を都道府県ごとにみると、

東京都（２，６６８件）、大阪府（１，４６４件）、愛

知県（１，２２８件）、神奈川県（９１９件）、埼玉

県（８９９件）となっており、上位５都府県

で全体の５２．４％を占めています。

平成１２年（１月～１２月）における火災の概要（概数）

防災情報室
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事務所
796件（2.3%）

飲食店
743件（2.2%）

物品販売店舗
539件（1.6%）

その他
5,404件（15.9%）

複合用途（非特定）
1,006件（3.0%）
倉　庫

1,187件（3.5%）

併用住宅
1,595件（4.7%）

複合用途（特定）
2,206件（6.5%）

工　場
2,421件（7.1%）

共同住宅
5,002件（14.7%）

住　宅
13,112件（38.6%）

「放火」、「たばこ」については、平成９

年以降順位が変わっていませんが、昨年は、

「放火の疑い」が「こんろ」を抜いて原因

別の第３位となっています。

爆発を除いた火災について、火災種別ご

とにみますと、建物火災３３，８７８件にあって

は、「こんろ」５，４９７件（１６．２％）、「たばこ」

３，８０５件（１１．２％）、「放火」３，７８４件

（１１．２％）、「放火の疑い」２，４５２件（７．２％）、

「ストーブ」１，７５７件（５．２％）の順となっ

ています。

林野火災２，８０６件では、「たき火」８０５件

（２８．７％）、「たばこ」３８５件（１３．７％）、「火

入れ」３２０件（１１．４％）、「放火の疑い」２５３

件（９．０％）、「火あそび」１４５件（５．２％）

の順となっています。

車両火災８，２８３件では、「放火」１，０４９件

（１２．７％）、「放火の疑い」８８１件（１０．６％）、

「排気管」８５１件（１０．３％）、「内燃機関」

４０８件（４．９％）、「衝突の火花」３６４件（４．４％）

の順となっています。

その他火災１７，１２９件では、「放火」２，８２６

件（１６．５％）、「たき火」２，５３４件（１４．８％）、

「放火の疑い」２，３８９件（１３．９％）、「たば

こ」２，３３１件（１３．６％）、「火あそび」１，１５１

件（６．７％）の順となっています。

� 火災による損害

火災による損害については、以下のとお

りです。

焼損棟数 ４５，４８７棟

（ １２４棟／１日 １．３棟／件）

り災世帯数 ３１，１４３世帯

（ ８５世帯／１日０．９世帯／件）

建物焼損床面積 １，５８８，３６７�
（ ４，３４０�／１日 ４６．７�／件）
建物焼損表面積 １６９，９３０�
（ ４６４�／１日 ５．０�／件）
林野焼損面積 １５３，６０７ａ

（ ４２０ａ／１日 ５４．７ａ／件）

損害額 １，４７２億９，７８２万円

（４億２４５万円／１日２３６万円／件）

これらを前年と比べますと、それぞれ以

下のとおりとなります。

焼損棟数 ８２棟（ ０．２％）増加

り災世帯数 △２９世帯（△０．１％）減少

建物焼損床面積 △２３，９８０�（△１．５％）減少
建物焼損表面積 △２，６３１�（△１．５％）減少
林野焼損面積 ５２，７３２ａ（５２．３％）増加

損害額 △３８億６，１０７万円（△２．６％）減少

２．建物用途別にみた火災発生状況

建物火災３４，０１１件を建物用途別にみますと、

次図のとおりです。

建物用途別火災件数
（計 ３４，０１１件）
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不明・調査中
7,323件（11.7%）

その他
13,849件（22.2%）

配線器具
1,020件（1.6%）

排気管
939件（1.5%）

焼却炉
934件（1.5%）

マッチ・ライター
1,091件（1.7%）

火入れ
1,320件（2.1%）

電灯・電話等の配線
1,592件（2.6%）

ストーブ
1,804件（2.9%）

火あそび
2,287件（3.7%）

たき火
4,107件（6.6%）

こんろ
5,596件（9.0%）

放火の疑い
5,981件（9.6%）

たばこ
6,846件（11.0%）

放   火
7,729件（12.4%）

共同住宅�
207人（15.0%）�

住　宅�
928人（67.1%）�

工　場�
10人（0.7%）�

複合用途（非特定）�
33人（2.4%）�

複合用途（特定）�
41人（3.0%）�

神社・寺院�
7人（0.5%）�

その他�
83人（6.0%）�

併用住宅�
74人（5.4%）�

３．出火原因別にみた火災発生状況

全火災６２，４１８件を出火原因別にみますと、次

図のとおりです。

４．死傷者の発生状況

� 火災種別ごとの死者発生状況

全死者２，０４０人について火災種別ごとに

みますと、以下のとおりです。

建物火災 １，３８３人（６７．８％）

林野火災 １５人（０．７％）

車両火災 ２６９人（１３．２％）

船舶火災 ０人（ ― ）

航空機火災 ２人（０．１％）

その他火災 ３７１人（１８．２％）

� 建物用途ごとの死者発生状況

建物火災における死者１，３８３人を建物用

途別にみますと、次図のとおりです。

建物用途別死者数
（計 １，３８３人）

出火原因別火災件数
（計 ６２，４１８件）
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事務所�
102人（1.5%）�

飲食店�
123人（1.8%）�

複合用途（非特定）�
232人（3.4%）�

倉　庫�
97人（1.4%）�

物品販売店舗�
40人（0.6%）�

その他�
542人（7.9%）�

併用住宅�

406人（5.9%）�
複合用途（特定）�

408人（5.9%）�

工　場�
445人（6.5%）�

共同住宅�
1,325人（19.3%）�

住　宅�
3,146人（45.8%）�

� 火災種別ごとの負傷者発生状況

全負傷者８，１３６人について火災種別ごと

にみますと、以下のとおりです。

建物火災 ６，８６６人（８４．４％）

林野火災 １６３人（２．０％）

車両火災 ３４９人（４．３％）

船舶火災 ２１人（０．３％）

航空機火災 ３人（０．０％）

その他火災 ７３４人（９．０％）

� 建物用途ごとの負傷者発生状況

建物火災における負傷者６，８６６人を建物

用途別にみますと、次図のとおりです。

� 死者の発生した経過ごとの死者発生状況

全死者２，０４０人について，死者の発生し

た経過別にみますと、以下のとおりです。

逃げおくれ ８５３人（４１．８％）

放火自殺 ７３７人（３６．１％）

着衣着火 １２０人（５．９％）

出火後再進入 ３０人（１．５％）

その他 ３００人（１４．７％）

建物用途別負傷者数
（計 ６，８６６人）

－１３－



消防大学校は、市町村の消防職団員等に対し
消防幹部として必要な高度の教育訓練を行って
います。
平成１３年度の教育訓練については、総合教育
部及び専科教育部の２部９学科で、地域社会構
造の変化、少子高齢化社会の到来、高度情報化
の進展、さらには災害の複雑多様化等最近の消
防行政を取り巻く環境の変化に対応した科目の
充実を図ります。特に、複雑多様化した出火原
因に対処するため火災調査科を新たに設置しま
す。教育訓練の実施回数は、本科、消防団長科
及び救急科は１回、上級幹部科、幹部研修科、
警防科、予防科、救助科及び火災調査科は２回
となっています。

実務講習等については、危機管理講習会、緊
急消防援助講習会及び消防教育研究会の期間の
延長、火災調査講習会及びはしご自動車等講習
会の廃止の他は平成１２年度と同じ内容で実施し
ます。
このほか、新設した大規模災害等対応指揮訓
練室を活用した教育訓練を新たに導入します。
平成１３年度の実施学科及び実施時期等につい
ては表１及び表２のとおりとなっています。
また、学科の一部について地域衛星通信ネッ
トワークを利用した遠隔教育をモデル的に実施
します。

表１ 実施学科・実施時期等

平成１３年度消防大学校教育訓練計画の概要

消防大学校

部 学 科 期 日数 実 施 時 期 定 員

総
合
教
育

本 科 ６１ １２８ 平成１３年４月５日～８月１０日 ５２

幹部研修科
３１ ７６ 平成１３年４月５日～６月１９日 ６６
３２ ７１ 平成１３年１０月１０日～１２月１９日 ６６

上級幹部科
６２ ２９ 平成１３年５月９日～６月６日 ５４
６３ ２９ 平成１３年９月５日～１０月３日 ５４

消防団長科 ４３ １５ 平成１３年６月１３日～６月２７日 ３６

専

科

教

育

警 防 科
６９ ５１ 平成１３年６月２１日～８月１０日 ６６
７０ ５１ 平成１４年１月１７日～３月８日 ６６

予 防 科
７０ ７０ 平成１３年１０月１１日～１２月１９日 ５４
７１ ７１ 平成１４年１月９日～３月２０日 ６６

救 急 科 ５７ ５９ 平成１４年１月９日～３月８日 ５２

救 助 科
４４ ６３ 平成１３年４月５日～６月６日 ４８
４５ ５９ 平成１３年９月５日～１１月２日 ４８

火災調査科
１ ３５ 平成１３年６月２８月～８月１日 ４８
２ ３６ 平成１３年９月１３日～１０月１８日 ４８

実

務

講

習

等

トップセミナー ５ ３ 平成１３年１０月２９日～１０月３１日 ５２

危機管理（大規模災害発災時に
係る災害対策活動）講習会

１２ ９ 平成１３年４月１６日～４月２４日 ５４
１３ ９ 平成１３年９月１０日～９月１８日 ５２
１４ ９ 平成１３年１１月２９日～１２月７日 ５２

航空消防防災講習会
７ １９ 平成１３年７月９日～７月２７日 ３６
８ １８ 平成１４年２月１２日～３月１日 ３６

緊急消防援助講習会 ４ １２ 平成１３年１１月１９日～１１月３０日 ４８
消防学校長研修会 １０ ３ 平成１３年８月２７日～８月２９日 ５４
放射性物質災害講習会 ２ ５ 平成１３年１１月１２日～１１月１６日 ５２
消防教育訓練研究会 ４１ １０ 平成１４年３月１８日～３月２７日 ６６
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部 学 科 期・回 １３年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

１４年
１月 ２月 ３月

総

合

教

育

本 科 ６１ 期
５� １０�

幹部研修科
３１
・
３２

期
５� １９� １０� １９�

上級幹部科
６２
・
６３

期
９� ６� ５� ３�

消防団長科 ４３ 期
１３�

２７�

専

科

教

育

警 防 科
６９
・
７０

期
２１� １０� １７� ８�

予 防 科
７０
・
７１

期
１１� １９� ９� ２０�

救 急 科 ５７ 期
９� ８�

救 助 科
４４
・
４５

期
５� ６� ５� ２�

火災調査科
１
・
２

期
２８� １� １３� １８�

実

務

講

習

等

トップセミナー ５ 回
２９�
３１�

危機管理講
習 会

１２・１３
・１４ 回

１６�
２４�

１０�
１８�

２９�
７�

航空消防防
災 講 習 会 ７・８回

９�
２７�

１２� １�

緊急消防援
助 講 習 会 ４ 回

１９�
３０�

消防学校長
研 修 会 １０ 回

２７�
２９�

放射性物質
災害講習会 ２ 回

１２�
１６�

消防教育訓
練 研 究 会 ４１ 回

１８�
２７�

平成１３年４月～平成１４年３月表２ 平成１３年度消防大学校学科別教育訓練実施時期

－
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北から南から ◆各地の消防だより

本消防本部は、能登半島の中程に位置し、経

済的、社会的な要である七尾市と鹿島郡田鶴浜

町、鳥屋町、中島町、鹿島町、能登島町、鹿西

町の１市６町で消防、衛生、病院事業等の住民

に密着した行政の一元化を図るため、昭和４６年

４月に七尾鹿島広域圏事務組合として発足しま

した。

消防体制は七尾市の常備消防体制に加えて鹿

島郡６町に新たに５ヶ所の分遣所を配置して１

本部１署９分遣所、職員数８３名、消防団は７消

防団、団員数６８９名を解団し、組合消防団とし

て３消防団、定数４５０名に再編されました。

本組合の管轄する区域にある能登の美しい自

然と豊富な海の幸に恵まれ手厚いもてなしで知

られる「和倉温泉」にはシーズンを問わず団体

や家族づれなど多くの観光客が訪れます。

七尾湾ではカキの養殖、甘えび漁などが盛ん

で、富山湾岸の漁港で水揚げされる鰹、鱈など

の水産物は、市内の水産加工場で生産される珍

味や蒲鉾などの食品と共に県内外に出荷されて

おり漁業は観光産業と共に地域に大きく貢献し

ています。

また、天然の良港である七尾港を活用した大

規模な液化石油ガス貯蔵施設や火力発電所など

のエネルギー供給基地が稼動し、さらには LPG

国家備蓄基地の誘致が決定して平成１６年度中の

完成を目途に建設工事が着々と進められている

ほか、能登の住民が大きな期待を寄せている能

越自動車道や能登空港などの高速交通体系の整

備も加速し、消防需要はますます増加の傾向に

あります。

一方で建具生造業や繊維産業などの地場産業

が低迷し、少子・高齢化がこれに拍車をかけて

過疎化がすすみ構成団体の財政状況は年々厳し

さを増し、加えて組合発足当時に比較して構成

団体にかかる消防費負担が増大してきたことか

ら効率的な行政システムを構築するための検討

委員会を設置して調査研究を重ね、道路網の整

備がなった管内の１区域で２ヶ所の分遣所を統

合して消防署とする合理化の実施に踏み切り、

現在、１本部２署１分署６分遣所、職員数１６１

名体制で圏域９万住民の安全と安心のための施

策を積極的に推進しています。特に未曾有の大

災害となった阪神・淡路大震災の教訓から地震

等大規模災害に強いまちづくりを重点施策とし、

関係機関と協同しながら防災と福祉を融合させ

たコミュニティ防災組織づくりや自主防災訓練

の指導を積極的に行っています。

消防施設については、組合発足当時３台であ

った救急車を高規格化しながら６台に増強し、

増え続ける救急需要に応えています。また、旅

館等高層建物火災や石油貯蔵施設災害に対応す

るための４０メートル級はしご自動車及び屈折は

しご車を増強して消防装備の高度化、自動化を

図り、分散配置されていた無線基地局を統合し

て効率的な消防通信体制を構築しました。

今後ますます厳しくなることが予想される財

政環境をいかにして乗り切るかが行政の命題と

なっている今日、複雑・多様化、高度化する社

会情勢を的確にとらえながら効率的、効果的な

住民サービスに努めて行く所存です。

高度で効率的な行政サービスの実現に向けて

石川県七尾鹿島広域圏事務組合消防本部 消防長 石垣 勝
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１．地域の暮らしの安全を守る消防団

消防団は、消防本部や消防署と同じく市町

村が設置する消防機関です。平成１２年４月１

日現在、全国で３，６３９団設置されており、

９５１，０６９名の方々が消防団員として活躍して

います。

消防団は、「自らの地域は自らで守る」と

いう精神に基づき、地域の住民等によって組

織されていますが、消防団員の身分は特別職

の地方公務員として位置づけられています。

消防団員は、普段は各自の職業に従事しな

がら、いざ火災等が発生した場合には、いち

早く現場へかけつけ消火活動等を行っていま

す。

さらには、地震や風水害などの大規模災害

時には多数の要員を擁し、地域に密着した活

動を行っている消防団が不可欠の存在となっ

ています。昨年の有珠山や三宅島の火山活動、

新島・神津島近海や鳥取県西部の地震、愛知

県を中心とした大雨等による災害においては、

近隣の市町村からも多数の消防団員が出動し、

危険箇所等の警戒巡視、要救助者の救助、行

方不明者の捜索、住民の避難誘導、土のう積

み等の活動にあたり、被害の拡大防止に大き

く貢献したところです。

災害時以外においても、消防団は一人暮ら

しの高齢者宅への防火訪問、応急手当の普及

指導、巡回広報、特別警戒など地域に密着し

た様々な活動を行っています。また、これら

の活動分野については、近年増えつつある女

性消防団員が、その優しさやきめ細やかさを

生かして活躍しているところです。

このように消防団は、地域の暮らしの安全

を守るため、大変重要な役割を果たしていま

す。

２．消防団の抱える課題

しかし一方で、近年の社会経済情勢の変化

の影響を受けて、消防団は様々な課題を抱え

ており、組織力の低下等が危惧されています。

第一は、消防団員数の減少です。平成元年

には約１００万人いた消防団員の数は年々漸減

傾向にあります。第二が、いわゆるサラリー

マン団員の増加です。昭和５１年には４２．８％で

あった被雇用者の方の占める割合は、平成１２

年では６８．２％となっており、地域によっては

昼間の消防力の低下が懸念されています。

３．消防団の充実強化に向けた施策

このような課題に対処し、消防団の充実強

化を図るため、消防庁では、次のような施策

を推進しています。

� 消防団の施設、装備の充実

地域における消防団の活動拠点となる施

設に対して補助を行う「消防団拠点施設等

整備事業」、無線機器や安全装備品などの

消防団に必要な設備の総合的な整備に対し

て補助を行う「消防団活性化総合整備事

業」の二つの国庫補助事業を実施していま

す。

消防団活動への理解と協力

（消 防 課）

��������������� 広 報 資 料・５月分 ���������������
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� 消防団員の処遇改善

地方交付税における消防団員の報酬や出

動手当等の算入額の引上げを行うとともに、

一定期間勤めた消防団員が退職する場合に

支給される退職報償金の基準額を改善する

などの措置を行っています。

� 青年層・女性層の参加促進

消防団員数の減少などの諸課題に対応す

るため、消防団啓発ポスター、パンフレッ

トの作成・配布や政府提供のテレビ番組等、

各種広報媒体を通じた PR等により、青年

層、女性層の消防団への参加促進に努めて

います。

また、消防団に関する幅広い情報を提供

するため、インターネットに消防団のホー

ムページ（URLは http : //www.fdma.go.jp/

syobodan/danindex.html）を開設し、消防団

活動に対する理解と協力を求めています。

４．消防団活動に対する理解と協力のお願い

火災や地震等の災害に備え、安全で災害に

強いまちづくりを進めるためには、住民の皆

さんが地域防災への関心を高めていただくと

ともに、地域全体の防災体制を確立するため

に、その中心的な役割を担う消防団の充実強

化をより一層推進していくことが重要である

と考えられます。そのためには、住民の皆さ

ん一人ひとりの消防団に対する理解と協力が

不可欠です。

消防団員は、自らの仕事のかたわら、災害

が発生した際には真っ先に災害現場に出動す

るとともに、その職務の性質上、日常におい

ても訓練等が要求されることから、家族はも

とより、いわゆるサラリーマン団員の場合に

は、企業、事業所の理解と協力が欠かせませ

ん。家族や勤め先の方々をはじめとする皆さ

んの理解と協力が得られてはじめて、消防団

は、地域と一体となった消防防災活動を行う

ことができるのです。

消防団の充実強化のため、消防団とその活

動に対する一層のご理解とご協力をお願いし

ます。
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我が国の国土は、急峻な地形のため、河川は
著しく急勾配であり、豊富な降雨が短時間に流
出するため、洪水などによる災害が起こりやす
くなっています。また、低地の平野部に人口が
集中しており、さらに最近は、傾斜地やその周
辺地域の宅地化の進展など、災害発生の危険性
が高くなっています。
今年も、これから梅雨や台風の季節を迎える
にあたり、風水害による被害を最小限にとどめ
るため、自治体や消防機関と住民とが一体とな
った地域ぐるみの万全の体制を整えておくこと
が必要です。
降雨期には、それぞれの地域の特性に応じて
様々な災害が発生します。まず、自分達が住ん
でいる地域について、がけ崩れ、土石流等の土
砂災害や河川の氾濫などの災害が発生するおそ
れがあるのかどうか、また、発生するおそれが
ある場合に予想される危険箇所はどこなのかな
どを市町村等に尋ね、日頃から十分注意してお
くことが大切です。そして、特に災害の発生す
る恐れのある地域の皆さんは、防災訓練などの
ほか、自治体や消防機関あるいは自主防災組織
などが開催する研修会、説明会、イベントなど
に積極的に参加したり、広報紙やパンフレット
などを通じて、普段から防災に関する知識を蓄
え、いざというときの対応力を身に付けるなど、
災害に対する警戒を怠らないようにしてくださ
い。
大規模な災害により広範囲にわたる被害が発
生した場合には、防災関係機関などによる活動
が困難になることも予想されますので、地域の
住民一人ひとりが「自分たちの地域は自分たち
で守る」という連帯意識を持ち、自主的な防災
活動を行うことも大切です。このような活動が
効果的、組織的に行われるためには、地域ごと
に自主防災組織の活動を充実させ、日頃から防
災用資機材の整備などを進めるとともに、風水
害などの災害が発生した場合を想定して、地域
の実情に応じた実践的な訓練を皆さん自身で積

み重ねておくことが大切です。
とくに、台風が近づいているときや梅雨の時
期には、次の点に心がけましょう。
１ テレビやラジオ、防災行政無線などで流さ
れる気象注意報・警報などに十分注意しまし
ょう。
２ 土砂崩れや高潮など災害の発生が予想され
たり家屋などに危険が迫ったとき、市町村長
から避難の勧告や指示が出されます。皆さん
のまわりには、一時的に避難する場所が事前
に指定されていますので、日頃からその位置
やそこまでの道筋を確認しておきましょう。
３ 避難の勧告や指示が出された場合にはこれ
に従い、地域の人々と協力しあって避難しま
しょう。
４ 周囲の状況からみて危険と判断した場合に
は、避難の勧告や指示がまだなくても、自主
的に避難しましょう。
５ 日頃から、避難するときのために携行品（懐
中電灯、ラジオ、非常食など）や家族それぞ
れの氏名票（住所、氏名、生年月日、血液型、
勤務先、非常連絡先、避難予定地などを記入
しておく）などを準備しておきましょう。
６ 家族それぞれの役割分担や避難先でおちあ
う場所などについて話し合う“家族防災会
議”を開き、重要なことはあらかじめ決めて
おきましょう。
７ 避難するときは動きやすい服装であわてず
落ち着いて行動し、回り道でもあらかじめ確
認しておいた安全な避難路を選んで避難場所
まで行くようにしましょう。
８ 特にお年寄り、子ども、病人、体の不自由
な方などには、家族の人ばかりではなく近所
の人も気配りをして、早めに避難をするよう
心がけましょう。

住民のみなさんと防災関係機関が一体となっ
て、より一層の防災体制の強化に努め、風水害
による被害をなくしましょう。

風水害への備え

（防 災 課）
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応急手当の救命効果
（平成11年中）

全国の救急隊員が搬送した
心肺停止傷病者数

家族等により応急手当が
実施された傷病者数

家族等により応急手当が
実施されていない
傷病者数

そのうち１か月後
生存者数

そのうち１か月後
生存者数

19,212人

83,353人

64,141人

861人 1,807人（4.5％） （2.8％）

１．救急自動車の平均現場到着時間は約６．１分

平成１１年中の救急自動車による出場件数

３９３万２４件について、現場到着所要時間（救

急事故の覚知から現場に到着するまでに要し

た時間）の全国平均は、約６．１分でした。

２．救急隊到着までの応急手当の実施により救

命効果は約１．６倍に

下図は、平成１１年中における全国の救急隊

が搬送した全ての心肺停止傷病者について、

救急隊の到着時に家族等により応急手当が実

施された場合と実施されていない場合の、１

ヶ月後の生存者の割合を比較したものです。

この結果、家族等により応急手当が実施さ

れた場合の生存者数の割合（４．５％）が、応

急手当が実施されていない場合（２．８％）に

比べて、約１．６倍救命効果が高いことが認め

られました。

―救命のための鎖―

住民に対する応急手当の普及啓発

（救急救助課）
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３．いざという時に備えて応急手当講習を受講

しましょう

救命効果を向上させるためには、救急隊が

到着するまでの間に、救急現場に居合わせた

人により応急手当が実施されることが重要で

す。

このため、消防機関では、住民に対する応

急手当講習を実施しています。

この応急手当講習は、全国の市町村の消防

本部、消防署で実施しており、近くの消防署

で受講することができます。

受講できる日は、消防本部や消防署によっ

て様々ですので、希望される方は近くの消防

署などに直接お問い合わせ下さい。

いざという時に備えて応急手当講習を受講

しましょう。

４．応急手当講習の種類は２つ

消防機関が住民を対象として実施している

応急手当の講習には、「普通救命講習」、と「上

級救命講習」があります。

「普通救命講習」は３時間の一般的な講習

で、成人に対する心肺蘇生や止血が、救急自

動車が到着するのに要する時間程度の間、実

施できることを目標としており、受講者の希

望によって小児や乳児に対する心肺蘇生のや

り方も教えます。

「上級救命講習」は８時間の講習で、普通

救命講習に加えて傷病者の管理法、骨折の固

定法、熱傷の手当、搬送法の習得も目標とし

ています。また、小児・乳児に対する心肺蘇

生も教えます。

応急手当普及啓発活動（札幌市消防局提供）
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